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今月の今月の視視点点
医師の働き方改革

理事　山下　哲男

　（発端）1998 年（平成 10 年）に関西医科大学で
当時 26 歳の研修医が過労死したという事件の裁判
において、「研修医は労働者」という判決が下され
た。それまで、医師は自己犠牲的に長時間労働を
するのが当たり前で、労働者という意識を持って
働いていなかった時代であった。この判決は、研
修医の労働環境改善のきっかけとなり、2004 年（平
成 16 年）より、厚生労働省は新医師臨床研修制度
を導入し、研修期間におけるアルバイトの禁止に
も繋げた。

医師法第 16 条の 2 で、「診療に従事しようとする
医師は、臨床研修を受けなければならない。」、同
法第 16 条の３で「臨床研修を受けている医師は、
臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように
努めなければならない。」と規定し、また、臨床研
修に関する省令において、「臨床研修病院は、届け
出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づ
いて臨床研修を行ってはならない」と規定された
ことにより、研修期間中に診療のアルバイトをす
ることはできないことになった（厚生労働省：医
師臨床研修に関する Q&A（研修医編）。それまで
の研修医の給料は安く、アルバイトなしでは生き
ていけない状態であったが、新医師臨床研修制度
以降はおおよそ月 30 万円～ 60 万円である。研修
医の給料は、国から直接払われるものではなく、
都道府県に補助金として支払われた後に、臨床研
修施設に支払われる。病院による裁量もあり、病
院間で差がある。

　社会全般において過労死問題が取り上げられ、
過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等
なく仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き

続けることのできる社会の実現に寄与することを
目的として、平成 26 年 11 月に「過労死等防止対
策推進法」が施行された。また、この法律に基づき、
政府は平成 30 年 7 月 24 日、過労死等の防止のた
めの対策を効果的に推進するため、「過労死等の防
止のための対策に関する大綱」を閣議決定した。
　過労死等とは過労死等防止対策推進法第２条に
より、以下のとおり定義づけられている。
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓
疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原
因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓
疾患、精神障害
　それまでも、人は労働基準（労働条件に関する
最低基準）等を定める法律である労働基準法（昭
和 22 年 4 月 7 日法律第 49 号）にしたがって働く
必要があった。しかし、戦後の日本は欧米に追いつ
け追い越せ、「24 時間戦えますか」という CM まで
作られて、猛烈に働くことが良いこと（当たり前？）

（労働の漢字源では、( 労・勞 )：火を燃やし尽くし
て力一杯働くこと。働：人は土の上に立って ( 重 )
力を込めて働くということ）のように思われてい
た。しかし、健康被害や諸外国との比較から、働
き方の見直しが求められ、「労働時間の短縮の促進
に関する臨時措置法」（時短促進法）が 1992 年（平
成 4 年）に成立した。この法律は、わが国におけ
る労働時間等の現状及び動向に鑑み、労働時間等
設定改善指針を策定するとともに、事業主等によ
る労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力
を促進するための特別の措置を講ずることにより、
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労働者がその有する能力を有効に発揮することが
できるようにし、もって労働者の健康で充実した
生活の実現と国民経済の健全な発展に資すること
を目的とする（第 1 条）ものであった。
　時短促進法は、労働者全体の平均値で年間総実
労働時間が 2,000 時間を超えていたことを背景に、
閣議決定で年間総実労働時間を 1,800 時間にまで
減らすことを目標に、完全週休二日制の普及促進
などの取り組みをするために制定された。後に年
間総実労働時間を 1,800 時間にまで減らすことは
概ね達成できたが、それは短時間労働者の比率の
上昇によるもので、正社員の年間総実労働時間は
2,000 時間を超えている状況にあり、また労働時間
分布の長短二極分化の進展が見られた。このため、
全労働者を平均しての一律の目標を掲げる時短促
進法を改正し、労働時間の短縮を含め、労働時間
等に関する事項を労働者の健康と生活に配慮する
とともに、多様な働き方に対応したものへと改善
するための自主的取組を促進することを目的とし
た「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」

（平成 18 年 4 月 1 日基発第 0401006 号）に改正
された。

※この法律において「労働時間等」とは、労働
時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をい
う。「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、
年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終
業から始業までの時間その他の労働時間等に関
する事項を定めることをいう（第 1 条の 2）となっ
ている。

　労働時間・休日に関する主な制度は、労働基準
法（昭和二十二年法律第四十九号）で次のように
決まっており、労使協定でバリエーションが設け
られている。
法定労働時間、休憩、休日
第三十二条　使用者は、原則として、1 日に 8 時間、
1 週間に 40 時間を超えて労働させてはならない。
第三十四条　使用者は、労働時間が 6 時間を超え
る場合は 45 分以上、8 時間を超える場合は 1 時間
以上の休憩を与えなければならない。
第三十五条　使用者は、少なくとも毎週 1 日の休
日か、4 週間を通じて 4 日以上の休日を与えなけ
ればならない。

時間外労働協定（36 協定：時間外及び休日の労働）
第三十六条　労働者の過半数で組織する労働組合
か労働者の過半数を代表する者との労使協定にお
いて、時間外・休日労働について定め、行政官庁
に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時
間外労働、法定の休日における休日労働を認める。
　この労使協定を「時間外労働協定」という。なお、
時間外労働時間には限度（1 か月について 45 時間
及び 1 年について 360 時間など）が設けられてい
る。

※時間外労働協定は、労働基準法第 36 条に定め
があることから、一般に「36（サブロク）協定」
ともいう。

裁量労働制：労働時間が労働者の裁量にゆだねら
れている労働契約がある。簡単にいえば「労働時
間が長くても短くても、実際に働いた時間に関係
なく『契約した労働時間分を働いた』ことにする」
制度。裁量労働制の契約でみなし労働時間を 1 日
7 時間とした場合、実際の労働時間が 4 時間であ
ろうと 10 時間であろうと、契約した 7 時間働いた
こととされ、給与に反映される（https://www.mhlw 
.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html）。
　厚生労働省労働基準局監督課によれば次の二つ
のものがあるが、医療機関では専門業務型裁量労
働制が該当するものと思われる。
企画業務型裁量労働制：事業運営上の重要な決定
が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、
調査及び分析を行う労働者を対象とした制度。
専門業務型裁量労働制：業務の性質上、業務遂行
の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量
にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及
び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中
から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実
際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ
定めた時間働いたものとみなす制度。
　事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との
労使協定を締結することにより導入することがで
きる。対象業務は 19 業務に限られているが、医療
に関しては下記が該当すると思われる。

「（1）新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科
学若しくは自然科学に関する研究の業務」
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「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき
措置に関するガイドライン」（平成 29 年１月 20
日策定）
　労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間のこと（三菱重工長崎造船所事件、平成
12 年 3 月９日最高裁第一小法廷判決）。
　就業時間には休憩時間も含まれる。「労働時間」
とは、就業時間から休憩時間を引いた残りの時間
であり、次の「所定労働時間」と「法定労働時間」
の二つがある。
　所定労働時間は、それぞれの会社が設定してい
る労働時間のことである。法定労働時間内であれ
ば、9 時から 17 時、16 時から 24 時など自由に設
定できる。
　法定労働時間とは、労働基準法で定められてい
る実際に働ける時間数のことである。「週に 40 時
間・1 日 8 時間以内」と決まっている。また、「実
稼働時間」は実際に働いた時間のことで、実際の
労働時間と残業時間とを足した時間が実稼働時間
になる。
　休憩時間とは、使用者が、労働者に対して適切
な休憩時間を与えることが義務づけられているも
の。休憩時間には賃金を支払う必要はない。これは、
賃金は労働に対して支払われるものだからである。
休憩時間の長さは労働基準法によって次のように
決まっている。次の左側は労働時間、右側が付与
すべき休憩時間である。「6 時間以下：不要」「6 時
間超 8 時間以下：45 分以上」「8 時間超：1 時間以上」

　一般労働者における改革と並行して、医師の働
き方改革についても検討がなされ、医師の特殊性
を考慮した働き方改革が進行している。
　医師の働き方改革に関する検討会が第 1 回（平
成 29 年 8 月 2 日）から第 22 回（平成 31 年 3 月
28 日）まで行われ、「医師の働き方改革に関する
検討会 報告書」が作成された。https://www.mhlw.
go.jp/stf/newpage_04273.html
　その概要は（1）医師の働き方改革に当たっての
基本的な考え方として、わが国の医療は、医師の
自己犠牲的な長時間労働によって支えられている、

（2）昼夜を問わず患者への対応を求められうる仕
事で他の職種と比較しても抜きん出た長時間労働

になっている、（3）個々の医療機関のマネジメン
トに加えて、医師の偏在対策、応召義務、国民の
医療へのかかり方を含めた総合的な改革が必要で
ある、ということで、医師の働き方を一挙に決め
ることは地域医療の崩壊につながるため、2024 年
と 2035 年の 2 回の目標設定で解決していくこと
となった。
　第１回医師の働き方改革の推進に関する検討会

（令和元年 7 月 5 日）が行われ、第 11 回（令和 2
年 12 月 14 日）に中間とりまとめ（案）について
検討され発表された。その内容について令和 3 年
5 月 21 日の都道府県医師会勤務医担当理事連絡協
議会で報告されたので、以下にまとめておく。
　2024 年４月から時間外労働の上限規制が適用さ
れる。その規制の具体的内容等について検討して
きた「医師の働き方改革に関する検討会」 において、
労働基準法体系において定める上限規制と医事法
制・医療政策における対応を組み合わせ、医師の
診療業務の特殊性を踏まえた働き方改革を推進し
ていくことを内容とする報告書がとりまとめられ
た。これを受け、当該報告書において引き続き検討
することとされた次に示す事項について具体的検
討がなされている。

（1）医師の時間外労働の上限規制に関して、医事
法制・医療政策における措置を要する事項
・地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上
水準の対象医療機関の特定にかかる枠組み
・追加的健康確保措置の義務化及び履行確保にか
かる枠組み
・医師労働時間短縮計画、評価機能にかかる枠組
み 等

（2）医師の時間外労働の実態把握
（3）その他
　（2）の医師の時間外労働の実態把握について、病
院常勤勤務医 10 万人調査を平成 28 年と令和元年
に行った（図 1）。縦軸は勤務医の属する割合である。
中央の矢印で示す線が週 60 時間で基準の 20 時間
超えになり、一般の人では法律違反にあたる境界
である。４割が週 60 時間（年 960 時間換算）か
ら週 80 時間（年 1,920 時間換算）であった。平成
28 年調査の上位 10％が時間外年 1,860 時間換算、
令和元年調査で上位 10％が時間外年 1,824 時間換
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算となり、労災認定、過労死ラインを超えていた。
　医師の時間外労働規制について、一般則（普通
の労働者と同じ）以外に、2024 年 4 月以降に適応
される規制として、A 水準、B 水準、連携 B 水準、
C-1 水準、C-2 水準を設ける予定とした。2035 年
度末に連携 B 水準、B 水準は無くし、C-1、C-2 水
準においても、将来縮減の方向で考えられている

（図２）。
　大学は、およそ裁量労働制が取られており、一
般則が当てはまるが、アルバイトをすると裁量労
働制ではなくなる。また、研究は労働ではないの
で一般則が適応される。この一般社会の条件であ
る一般則を守ると、上記の調査でも示されたよう
に、到底、医療が成り立たない、地域医療ができ
ないことが示された。
　そこで、一般的な業務の法律を適応することを
2024 年４月まで猶予し、それまでに 2024 年 4 月
からの医師の働き方を区分し、法律に抵触しない
働き方を示すこととして改革案が検討されている。
　病院を A 群、連携 B、B 群、C-1 群、C-2 群に分
けて、それぞれの役割を担った時間外労働を認め
てもらおうというものである。
　時間外労働をさせるためには、ケアとセットに
なっており、月の上限を超える場合は、面接指導
と就業上の措置が求められる。
　A 群では年 960 時間、月 100 時間未満の時間外
が認められる代わりに、連続勤務時間制限 28 時間・
勤務間インターバル 9 時間の確保・代償休息がセッ
トとして求められる。ただし、努力義務である。
　地域医療確保のために暫定特例水準というもの
があり、年 1,860 時間、月 100 時間未満で認められ、
医療機関が指定される。連携 B 水準というものが
新設され、年 960 時間上限で時間外労働が認めら
れる。B 水準、連携 B 水準では追加的健康確保措置
は義務である。
　C 水準は集中的技能向上水準で、年 1,860 時間・
月 100 時間未満が認められる（医療機関は指定を
受ける必要がある）。C-1 水準の医療機関は臨床研
修医・専攻医が研修プログラムに沿って基礎的な
技能や能力を習得する医療機関が認定される。C-2
水準は医籍登録後の臨床従事 6 年目以降の者が、
高度技能の育成が公益上必要な分野について指定

された医療機関で診療に従事する際に適応される
（本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査
組織に承認申請して認められる必要がある。審査
組織をどのようにするかは現在、後述のように進
行中である）。C-1、C-2 の指定に当たっては、重
なる施設が出てきたり、高度な技術や獲得に長期
間必要な技術の扱いや、あまりにも高度なことを
を要求すると、該当する施設が少な過ぎることに
ならないかという問題点も上がっている。
　2035 年度末目標に連携 B と B 水準は無くなり、
A 水準と C 水準が残り、C 水準も将来は縮減の方向
に向かう計画になっている。
　ここで注意すべき点は、A 水準以外の指定を受け
る医療機関は、「水準」というものが、指定される
事由となった業務やプログラム等に従事する医師
にのみ適応されるものであることに対応する必要
があるということである（図３）。
　A 水準の業務に従事する医師は 36 協定で定めて
いれば年 960 時間以下で働き、兼業・副業なしと

図 1

図 2
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なる。連携 B 水準で働くと自分の病院では 960 時
間以下、兼業・副業を加えると 1,860 時間以下で
働くことができる。B 水準、C-1、C-2 水準の医師
は 36 協定で自院 1,860 時間以下、兼業・副業合わ
せても 1,860 時間以下で働くことができる。なお、
臨床研修医はアルバイトはできない。長時間労働
をさせるには、より強い健康確保措置が求められ
て い る。 医 療 機 関 に よ っ て は 連 携 B、B、C-1、
C-2 について、それぞれ指定を受ける必要がある。
　C-2 水準の指定を受けた医療機関は設備、症例
数や指導医等につき、国レベルの審査組織による
個別審査を 3 年に 1 回受けることが想定されてい
る（図４）。また、労働時間の短縮計画等について
年 1 回都道府県への提出、3 年毎の評価機能の受
審が求められる予定である。
　B 水準の医療機関は地域医療に欠くことができな
い医療機関として知事が認定するものであり、自
らの病院だけで当てはまる必要がある（図５）。
　連携 B 対象の医療機関は大学病院や地域医療
支援病院等の病院の中で他の医療機関へ診療応
援を出している場合に当てはまり、自分の施設
で は 年 960 時 間 の 上 限、 他 の 医 療 機 関 で の 副
業・兼業を合わせて 1,860 時間以下が認められる

（図６）。この水準は個々の医師に適応されるが、
医療機関として連携 B の指定を受けておく必要が
ある。
　C-2 水準の中身を具体的にどのようなものにする
かは、今のところ学会等に任せられている（図７）。
　時間外労働が容認されるが、それでは健康被害
が生じるため、健康確保措置を取ることが求めら
れる（図８）。すなわち、連続勤務の制限、勤務間
インターバルの確保が求められ、これらを守れな
かった場合の代償休息制度も考えられているが、
今のところ未定である。実際の現場では宿日直中
に急患に対応して、時間外業務の内容に当たる業
務をすることが多い。その場合の勤務間インター
バルの取り方など工夫する点は多い。
　一般企業では休息時間（インターバル）が 11 時
間であるが、医師は「9 時間」が想定されている

（図 9）。
　健康確保のために面接指導を行う必要があり、
これは必須である。B・C 施設では、月毎に超える

図 4

図 5

図 6

図 3
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前に指導を行う必要があり、リアルタイムの把握
を求められることになる。面接指導を行う医師と
して「講習を受けた医師」となっているが、「講習」
については現在、策定中とのことである（図 10）。
　面接指導実施については図 11 のように具体的に
決められている。

　それぞれの水準にあったことがなされているか
評価する “病院機能評価機構” のような新たな「評
価機能」（仮称）の設置準備が進んでいる。本部は
東京に置かれると思われ、サーベイヤーが訪問審
査することになる。サーベイヤーは医師と社会保
険労務士が想定される（図 12）。

図 7 図 8

図 9 図 10

図 11 図 12
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　C-2 水準の審査組織については学会の関与が考え
られているが、日本医師会も関与していく方向に
なっている（図 13）。
　追加的健康確保措置の履行について、医療監視
のように立ち入り検査で行われる（図 14）。面接
指導を行い、不備があるときには都道府県が支援
することになるが、内容はまだ不明である。従わ
ない場合の罰則も医療法と労働安全衛生法に則り、
基本型は決まっている。
　改革には財源が必要であるので、医政局、労働
基準局及び財務省で検討されている。
　労働政策審議会で時間外の適正化が審議され、
おそらく年 1,860 時間で決定されるのではないか
ということである（図 15）。
　2024 年 4 月に向けて、医療機関の管理者は医
師の労働時間・働き方を把握する必要があり、短
縮計画を策定する必要がある（図 16）。「宿日直許
可」手続きをしていないと、実労働時間に算定され、
時間外が大幅に増えることになるため、手続きに
ついて再確認しておく必要がある。改革には社会
保険労務士の活用も有効である。
　医師の働き方改革を実のあるものにするために
は、医師の偏在対策・養成、ワーキングシェア、
タスクシフト、患者の医療機関へのかかり方など
の市民啓発など、多くの並行して行うべきものが
ある（図 17）。
宿日直許可
　当直時間を時間外労働時間（残業時間）からは
ずすためには、労基署から宿日直許可を受ける必
要がある。
　令和元年 7 月 1 日、厚生労働省から「医師、看
護師等の宿日直許可基準について」という通知が
出された（厚生労働省労働基準局長通知、令和元
年基発第 8 号）。そのポイントは、次のとおりであ
る。
１　次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直
の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである
場合には、宿日直の許可を与える。

（1）通常の勤務時間の拘束から完全に解放された
後のものであること。

（2）宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業
務（注）以外には、特殊の措置を必要としない軽

図 14

図 15

図 16

図 13
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度の又は短時間の業務に限り、通常の勤務時間と
同態様の業務は含まれないこと。

（注）一般の宿日直業務とは、定時的巡視、緊急の
文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等
をいう。

（3）一般の宿日直の許可の際の条件を満たしてい
ること。例えば、宿日直手当の最低額は、1 日平均
賃金額の 3 分の 1 を下らないこと、宿直業務は週
1 回、日直業務は月 1 回を限度とすること等。
２　宿日直の許可が与えられた場合において、宿
日直中に、通常の勤務時間と同態様の業務に従事
すること（医師が突発的な事故による応急患者の
診察又は入院、患者の死亡、出産等に対応するこ
と等）が稀にあったときについては、一般的にみて、
常態としてほとんど労働することがない勤務であ
り、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり
得るものである限り宿日直の許可を取り消す必要
はないこと。
　また、当該通常の勤務時間と同態様の業務に従
事する時間について時間外労働の手続がとられ、
割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。
３　宿日直の許可は、一つの病院、診療所等にお
いて、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等
を限って与えることができるものであること。
　労基署へ許可申請する場合には、「断続的な宿直
又は日直勤務許可申請書」（図 18）を提出する必要
がある。
　医師の宿日直許可基準・研鑚に係る労働時間に
関する通達が、これまで後述の３つがなされてい
る（令和元年 7 月 5 日の「第 1 回 医師の働き方改
革の推進に関する検討会」の参考資料として提示
されたものである）。拘束力があるものなので、全
文を紹介し、気付きにアンダーラインを引いてお
く。
１．医師、看護師等の宿日直許可基準について（令
和元年７月１日基発 0701 第８号労働基準局長通
達）
　医師、看護師等（以下「医師等」という。）の宿
日直勤務については、一般の宿日直の場合と同様
に、それが通常の労働の継続延長である場合には
宿日直として許可すべきものでないことは、昭和
22 年９月 13 日付け発基第 17 号通達に示されてい

るところであるが、医師等の宿日直についてはそ
の特性に鑑み、許可基準の細目を次のとおり定め
る。 
　なお、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 16
条には「医業を行う病院の管理者は、病院に医師
を宿直させなければならない」と規定されている
が、その宿直中の勤務の実態が次に該当すると認
められるものについてのみ労働基準法施行規則（昭
和 22 年厚生省令第 23 号。以下「規則」という。）
第 23 条の許可を与えるようにされたい。 
　本通達をもって、昭和 24 年３月 22 日付け基発
第 352 号「医師、看護婦等の宿直勤務について」
は廃止するため、了知の上、取扱いに遺漏なきを
期されたい。
１ 医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条
件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十
分な睡眠がとり得るものである場合には、規則第
23 条の許可（以下「宿日直の許可」という。）を
与えるよう取り扱うこと。

図 17

図 18
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（1）通常の勤務時間の拘束から完全に解放された
後のものであること。すなわち、通常の勤務時間
終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間
は、通常の勤務時間の拘束から解放されたとはい
えないことから、その間の勤務については、宿日
直の許可の対象とはならないものであること。 

（2）宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業
務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又
は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げる
業務等をいい、下記２に掲げるような通常の勤務
時間と同態様の業務は含まれないこと。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応す
るため、問診等による診察等（軽度の処置を含む。
以下同じ。）や、看護師等に対する指示、確認を行
うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・
夜間（例えば非輪番日であるなど）において、少
数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の
変動に対応するため、問診等による診察等や、看
護師等に対する指示、確認を行うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない
休日・夜間（例えば非輪番日であるなど）において、
少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態
の変動に対応するため、問診等を行うことや、医
師に対する報告を行うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変
動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、
検温を行うこと

（3）上記（1）、（2）以外に、一般の宿日直の許可
の際の条件を満たしていること。
２　上記１によって宿日直の許可が与えられた場
合において、宿日直中に、通常の勤務時間と同態様
の業務に従事すること（医師が突発的な事故によ
る応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等
に対応すること、又は看護師等が医師にあらかじ
め指示された処置を行うこと等）が稀にあったと
きについては、一般的にみて、常態としてほとん
ど労働することがない勤務であり、かつ宿直の場
合は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである限
り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。また、
当該通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時
間について労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号。

以下「法」という。）第 33 条又は第 36 条第１項に
よる時間外労働の手続がとられ、法第 37 条の割増
賃金が支払われるよう取り扱うこと。
　したがって、宿日直に対応する医師等の数につ
いて、宿日直の際に担当する患者数との関係又は
当該病院等に夜間・休日に来院する急病患者の発
生率との関係等からみて、上記のように通常の勤
務時間と同態様の業務に従事することが常態であ
ると判断されるものについては、宿日直の許可を
与えることはできないものであること。
３　宿日直の許可は、一つの病院、診療所等にお
いて、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等
を限って与えることができるものであること。例
えば、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯
のみといった許可のほか、上記１（2）の例示に関
して、外来患者の対応業務については許可基準に
該当しないが、病棟宿日直業務については許可基
準に該当するような場合については、病棟宿日直
業務のみに限定して許可を与えることも可能であ
ること。  
４　小規模の病院、診療所等においては、医師等が、
そこに住み込んでいる場合があるが、この場合に
はこれを宿日直として取り扱う必要はないこと。 
　ただし、この場合であっても、上記２に掲げる
ような通常の勤務時間と同態様の業務に従事する
ときには、法第 33 条又は第 36 条第１項による時
間外労働の手続が必要であり、法第 37 条の割増賃
金を支払わなければならないことはいうまでもな
いこと。

２　医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方に
ついて（令和元年７月１日基発 0701 第９号労働基
準局長通達）
　医療機関等に勤務する医師（以下「医師」とい
う。）が、診療等その本来業務の傍ら、医師の自ら
の知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、
研究等（以下「研鑽」という。）については、労働
時間に該当しない場合と労働時間に該当する場合
があり得るため、医師の的確な労働時間管理の確
保等の観点から、今般、医師の研鑽に係る労働時
間該当性に係る判断の基本的な考え方並びに医師
の研鑽に係る労働時間該当性の明確化のための手
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続及び環境整備について、下記のとおり示すので、
その運用に遺憾なきを期されたい。
１　所定労働時間内の研鑽の取扱い
　所定労働時間内において、医師が、使用者に指
示された勤務場所（院内等）において研鑽を行う
場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に
労働時間となる。
２　所定労働時間外の研鑽の取扱い
　所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の
本来業務と直接の関連性なく、かつ、業務の遂行
を指揮命令する職務上の地位にある者（以下「上司」
という。）の明示・黙示の指示によらずに行われる
限り、在院して行う場合であっても、一般的に労
働時間に該当しない。
　他方、当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示に
より行われるものである場合には、これが所定労
働時間外に行われるものであっても、又は診療等
の本来業務との直接の関連性なく行われるもので
あっても、一般的に労働時間に該当するものであ
る。
　所定労働時間外において医師が行う研鑽につい
ては、在院して行われるものであっても、上司の
明示・黙示の指示によらずに自発的に行われるも
のも少なくないと考えられる。このため、その労
働時間該当性の判断が、当該研鑽の実態に応じて
適切に行われるよう、また、医療機関等における
医師の労働時間管理の実務に資する観点から、以
下のとおり、研鑽の類型ごとに、その判断の基本
的考え方を示すこととする。 

（1）一般診療における新たな知識、技能の習得の
ための学習
ア　研鑽の具体的内容
　例えば、診療ガイドラインについての勉強、新
しい治療法や新薬についての勉強、自らが術者等
である手術や処置等についての予習や振り返り、
シミュレーターを用いた手技の練習等が考えられ
る。
イ　研鑽の労働時間該当性
　業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づ
き、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・
黙示による指示なく行う時間については、在院し
て行う場合であっても、一般的に労働時間に該当

しないと考えられる。 
　ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理とし
て不可欠なものは、労働時間に該当する。

（2）博士の学位を取得するための研究及び論文作
成や、専門医を取得するための症例研究や論文作
成
ア　研鑽の具体的内容
　例えば、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、
院内勉強会への参加・発表準備、本来業務とは区
別された臨床研究に係る診療データの整理・症例
報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門
医の取得や更新に係る症例報告作成・講習会受講
等が考えられる。 
イ　研鑽の労働時間該当性 
　上司や先輩である医師から論文作成等を奨励さ
れている等の事情があっても、業務上必須ではな
い行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、
自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく
行う時間については、在院して行う場合であって
も、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。 
　ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制
裁等の不利益が課されているため、その実施を余
儀なくされている場合や、研鑽が業務上必須であ
る場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示
の指示をして行わせる場合は、当該研鑽が行われ
る時間については労働時間に該当する。 
　上司や先輩である医師から奨励されている等の
事情があっても、自由な意思に基づき研鑽が行わ
れていると考えられる例としては、次のようなも
のが考えられる。
・勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自
由参加である
・学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療
機関に割り当てられているが、医師個人への割当
はない
・研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床
データ等を利用し、院内で研究活動を行っている
が、当該研究活動は、上司に命じられておらず、
自主的に行っている

（3）手技を向上させるための手術の見学
ア　研鑽の具体的内容 
　例えば、手術・処置等の見学の機会の確保や症
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例経験を蓄積するために、所定労働時間外に、見
学（見学の延長上で診療 ( 診療の補助を含む。下記
イにおいて同じ。) を行う場合を含む。）を行うこ
と等が考えられる。 
イ　研鑽の労働時間該当性 
　上司や先輩である医師から奨励されている等の
事情があったとしても、業務上必須ではない見学
を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自
ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行
う場合、当該見学やそのための待機時間について
は、在院して行う場合であっても、一般的に労働
時間に該当しないと考えられる。 
　ただし、見学中に診療を行った場合については、
当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると
考えられ、また、見学中に診療を行うことが慣習化、
常態化している場合については、見学の時間全て
が労働時間に該当する。 
 ３　事業場における研鑽の労働時間該当性を明確
化するための手続及び環境の整備
　研鑽の労働時間該当性についての基本的な考え
方は、上記１及び２のとおりであるが、各事業場
における研鑽の労働時間該当性を明確化するため
に求められる手続及びその適切な運用を確保する
ための環境の整備として、次に掲げる事項が有効
であると考えられることから、研鑽を行う医師が
属する医療機関等に対し、次に掲げる事項に取り
組むよう周知すること。 

（1）医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するた
めの手続
　医師の研鑽については、業務との関連性、制裁
等の不利益の有無、上司の指示の範囲を明確化す
る手続を講ずること。例えば、医師が労働に該当
しない研鑽を行う場合には、医師自らがその旨を
上司に申し出ることとし、当該申出を受けた上司
は、当該申出をした医師との間において、当該申
出のあった研鑽に関し、
・本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理の
いずれにも該当しないこと
・当該研鑽を行わないことについて制裁等の不利益
はないこと
・上司として当該研鑽を行うよう指示しておらず、
かつ、当該研鑽を開始する時点において本来業務

及び本来業務に不可欠な準備・後処理は終了して
おり、本人はそれらの業務から離れてよいこと
について確認を行うことが考えられる。 

（2）医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するた
めの環境の整備
　上記（1）の手続について、その適切な運用を確
保するため、次の措置を講ずることが望ましいも
のであること。
ア　労働に該当しない研鑽を行うために在院する
医師については、権利として労働から離れること
を保障されている必要があるところ、診療体制に
は含めず、突発的な必要性が生じた場合を除き、
診療等の通常業務への従事を指示しないことが求
められる。また、労働に該当しない研鑽を行う場
合の取り扱いとしては、院内に勤務場所とは別に、
労働に該当しない研鑽を行う場所を設けること、
労働に該当しない研鑽を行う場合には、白衣を着
用せずに行うこととすること等により、通常勤務
ではないことが外形的に明確に見分けられる措置
を講ずることが考えられること。手術・処置の見
学等であって、研鑚の性質上、場所や服装が限定
されるためにこのような対応が困難な場合は、当
該研鑚を行う医師が診療体制に含まれていないこ
とについて明確化しておくこと。
イ　医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、労働
に該当しない研鑽を行うために所定労働時間外に
在院する場合の手続、労働に該当しない研鑽を行
う場合には診療体制に含めない等の取り扱いを明
確化し、書面等に示すこと。
ウ　上記イで書面等に示したことを院内職員に周
知すること。周知に際しては、研鑽を行う医師の
上司のみではなく、所定労働時間外に研鑽を行う
ことが考えられる医師本人に対してもその内容を
周知し、必要な手続の履行を確保すること。
　また、診療体制に含めない取扱いを担保するた
め、医師のみではなく、当該医療機関における他
の職種も含めて、当該取扱い等を周知すること。 
エ　上記（1）の手続をとった場合には、医師本人
からの申出への確認や当該医師への指示の記録を
保存すること。なお、記録の保存期間については、
労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 109 条に
おいて労働関係に関する重要書類を３年間保存す



令和 3 年 8 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1932 号

545

ることとされていることも参考として定めること。 
 ３　医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に
係る労働時間に関する考え方についての運用に当
たっての留意事項について（令和元年７月１日基
監発 0701 第１号労働基準局監督課長通達）につ
いては、省略する。

　最後に、宿日直と研鑽について令和 3 年 4 月 1
日の都道府県医師会医師の働き方改革担当理事連
絡協議会で示された資料を添付しておく（図 19）

（図 20）。
　医師の働き方改革の推進にはいろいろな壁があ
り、一つ一つ乗り越えていく必要がある。
　なお、県医師会報 7 月号（第 1931 号）451 ～
469 頁にも補完する内容があるので参考にされた
い。

図 19
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